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受動喫煙をなくすため「改正健康増進法」が全面施行

なくそう！受動喫煙による健康被害

望まない受動喫煙を防止するため、健康増進法の一部を改正する法律が成
立しました。一部施行により元年７月から学校や病院、行政機関の庁舎など
で原則敷地内禁煙に、全面施行により２年４月から飲食店や事業所、宿泊施
設など多くの施設の屋内が原則禁煙となりました。

　受動喫煙による健康被害の状況

■問い合わせ先
健康福祉課健康推進係（☎・内線109２）

　改正健康増進法の主なポイント

たばこの煙には、喫煙者が吸い込む「主流煙」、
喫煙者が吐き出した「呼

こしゅつ

出煙」、たばこから立ち上
る「副流煙」があります。たばこを吸わない人が、

年間約１万５千人が上記の疾患で死亡。受動喫煙がなけ
れば亡くならなかったと考えられています。

飲食店などの施設や電車は原則禁
煙になります。違反すると罰則の対
象となることがあります。ただし、
喫煙室での喫煙は認められます。

２0歳未満の人は、喫煙エリアへの
立ち入りが禁止になります。アルバ
イトで働く場合でも入ることはでき
ません。

喫煙可能な設備を持った施設には
定められた標識の掲示が義務付けら
れます。左の標識の他にも、喫煙・
禁煙に関する標識が複数あります。

肺がん

1.3倍

乳幼児突然死
症候群（SIDS）

4.7倍

脳卒中

1.3倍

虚血性心疾患

1.2倍
空気中に漂う呼出煙や副
流煙を吸ってしまうこと
を受動喫煙といいます。
副流煙には、主流煙より
も発がん性物質などの有
害物質が多く含まれ、健
康に重大な影響を及ぼし
ています。

副流煙

呼出煙
主
流
煙

一人一人がルールを守って、望まない受動喫煙
を防ぎ、健康被害をなくしましょう。

ポイント❶ 屋内原則禁煙

ポイント❷ 20歳未満の立入禁止

ポイント❸ 標識掲示が義務付け

受動喫煙による「病気になるリスク」
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